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議 案 の 提 出 に つ い て

下記の議案を別紙のとおり、会議規則第 13条第 1項の規定により提出する。

議員提出議案第 2号  堺市議会会議規則の一部を改正する規則

理由

会議運営の合理化を図ることによる円滑な議事運営の観点及び、賛否状況を市民によりわか り

やすくする観点から、表決において、起立による表決及び記名投票について電子採決システムを

導入すること、また、議会運営の合理化を図る観点から、地方自治法 (昭 和 22年法律第 67
号)の一部改正を受け、本規則の規定において、書面等により行 うこととされている手続に関し

て、手続のオンライン化を可能とするために規定の整備を行 うこととし、本議案を提案するもの

である。

記

2



議員提出議案第 2号

堺市議会会議規則の一部を改正する規則

堺市議会会議規則 (昭和 54年議会規則第 1号)の一部を次のように改正する。

日次中「(第 126条 )」 を 「(第 125条の 2-第 126条 )」 に改める。

第 77条に次の 2項を加える。

3 第 1項及び第 88条 (簡易表決)た だし書の規定にかかわらず、議長が必要があると認める

ときは、電子採決システムにより、問題を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する

ことができる。

4 前項の規定により表決を採る場合には、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とす

る者は反対のボタンを押さなければならない。

第 79条に次の 2項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要であると認めるときは、電子採決システムで表決を採

ることができる。

3 前項の規定による記名投票を行 う場合には、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否

とする者は反対のボタンを押さなければならない。

第 81条中 「投票」を「第 79条第 1項に規定する記名投票又は前条第 1項に規定する無記名

投票」に改め、同条に次の 1項を加える。

2 第 79条第 2項に規定する記名投票を行 う場合には、第 24条 (議場の出入 口閉鎖 )、 第 2

7条 (投票の終了)及び第 29条 (選挙結果の報告)第 1項の規定を準用する。

第 121条中「、印刷 して」を削る。

第 125条の次に次の 2条を加える。

(電子情報処理組織による通知等)

第 125条の2 議会又は議長若 しくは委員長 (以下この条及び次条第 1項において 「議会等」

という。)に対 して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他

の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物 (次項及び第 6

項並びに次条において 「文書等」という。)により行 うことが規定されているものについては、

当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電

子情報処理組織 (議会等の使用に係る電子計算機 (入出力装置を含む。以下この項及び第 4項

において同じ。)と その通知の相手方の使用に係る電子計算機 とを電気通信回線で接続 した電

子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行 うことができる。

2 議会等が行 う通知のうちこの規則の規定において文書等により行 うことが規定されているも

のについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、

議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行 うことができる。ただし、当該通知を

受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表

示をする場合に限る。

3 前 2項の電子引青報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関す
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るこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則

の規定を適用する。

4 第 1項又は第 2頂の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受

ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時 (第 19条 (日 程の

作成及び配布)第 1項、第 36条 (委員長及び少数意見の報告)第 3項、第 86条 (請願書写

の作成及び配布)第 1項及び第 121条 (会議録の配布)の規定による議員に対する通知にあ

っては、当該ファイルヘの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をす

べき電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機 (入 出力装置を除く。)に よる情報処理の用に供 さ

れるものをい う。次条において同じ。)に記録 されている事項を議長が定める方法により表示

をしたものの閲覧若 しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルヘの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対 し、議長が定める電子情報

処理組織を使用 して当該措置がとられた旨の通知を発 した時のいずれか早い時)に当該者に到

達したものとみなす。

5 議会等に対 して行われ、又は議会等が行 う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定にお

いて署名 し、若 しくは連署 し、又は記名押印すること (以 下この項において 「署名等」 とい

う。)が規定されているものを第 1頂又は第 2項の電子情報処理組織を使用する方法により行

う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を

日月らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。

6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認を

するべき事情がある場合、議会等に封 して行われ、又は議会等が行 う通知に係る文書等のうち

にその原本を確認 し、又は交イヽl― ,~る 必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第 1

項又は第 2項の電子情報処理組織を使用する方法により行 うことが困難又は著 しく不適当と認

められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知

のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第 3項中

「行われた通知」とあるのは、「行われた通知 (第 6項の規定により前 2項の規定を適用する

部分に限る。以下この項から第 5項までにおいて同じ。)」 とする。

(電磁的記録による作成等)

第 125条の3 この規則の規定 (第 25条 (投票用紙の配布及び投票箱の点検)第 1項 (第 8

1条 (選挙規定の準用)第 1項において準用される場合を含む。)を 除く。)において議会等が

文書等を作成 し、又は保存すること (次項において 「作成等」とい う。)が規定されているも

のについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的

記録イこより行 うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定に

より文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。

附 貝J

この規貝ll′ま、 令不日6年 4月 1日 か ら施行する。
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議 案 の 提 出 に つ い て

下記の議案を別紙のとおり、地方自治法第 112条及び会議規則第 13条第 1項の規定により

提出する。

議員提出議案第 3号  堺市議会委員会条例の一部を改正する条例

理由

多様な人材の議会の参画に途を開く観点等から、委員会への出席の特例に関して、現行の規定

を見直すとともに、大規模な災害の発生や育児、看護、介護等を新たに出席の特例の事由に追加

すること、また、議会運営の合理化を図る観点から、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)の
一部改正を受け、本条例の規定におぃて、書面等により行 うこととされている手続に関して、手

続のオンライン化を可能とするために規定の整備を行 うこととし、本条例案を提案するものであ

る。

記
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議員提出議案第 3号

堺市議会委員会条例の一部を改正する条例

堺市議会委員会条例 (昭和 35年条例第 17号)の一部を次のように改正する。

第 13条の 2第 1項中「新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から、委員会を

招集する場所に参集することが困難な委員がある」を「委員について、次に掲げる場合に該当す

る」に改め、同項に次の各号を加える。

(1)大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができな

い事由により委員会を招集する場所に参集することが困難である場合

(2)育児、看護、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集する場所に参集すること

が困難である場合

第 21条に次の 1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長

が定める電子情報処理組織 (委員会又は委員長の使用に係る電子計算機 (入出力装置を含む。

以下この項において同じ。)と その通知の相手方の使用に係る電子計算機 とを電気通信回線で

接続 した電子情報処理組織をい う。第 25条において同じ。)を使用する方法により行 うこと

ができる。

第 25条の見出し中「文書」を 「文書等」に改め、同条中「文書で」を「文書若 しくは電子情

報処理組織を使用する方法により」に改める。

第 26条第 1項中「調整」を「作成」に改め、同条に次の 1項を加える。

4 第 1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、

当該記録に係る電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識すること

ができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。)1こ よリイ子うことができる。

附 則

この条例は、令和 6年 4月 1日 から施行する。
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議 案 の 提 出 に つ い て

下記の議案を別紙のとおり、地方自治法第 112条及び会議規則第 13条第 1項の規定により

提出する。

記

議員提出議案第4号 堺市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正

する条例

理由

議会運営の合理化を図る観点から、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)の一部改正を受け、

議会が規定する条例等 (堺市議会会議規則 (昭和 54年議会規則第 1号)及び堺市議会委員会条

例 (昭和 35年条例第 17号)を除く。)において書面等により行 うこととされている手続に関

して、手続のオンライン化を可能とすることために規定の整備を行 うこととし、本条例案を提案

するものである。
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議員提出議案第 4号

堺市情報通信技術を活用 した行政の推進等

に関する条例の一部を改正する条例

堺市情報通信技術を活用 した行政の推進等に関する条例 (平成 19年条例第 40号)の下部を

次のように改正する。

第 2条第 1号中 「及び地方公営企業法」を 「、地方公営企業法」に改め、「企業管理規程」の

次に 「及び議会の規則その他の規程」を加え、同条第 2号ア中 「(議会を除く。)」 を削る。

第 9条を第 10条とし、第 8条の次に次の 1条を加える。

(適用除外 )

第 9条 議会に関する条例等 (議長が指定するものに限る。)の規定に基づく手続等については、

この条例の規定は、適用 しない。

附 則

この条例は、令和 6年 4月 1日 から施行する。
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令不日6年 2月 19日

堺 市 議 会 議 長

的 場 慎 一 様

堺市議会議員

提  出  者

光

平

一
剛

美

徹

子

二

浩

平

一
史

次

子

樹

史

也

樹

子

治

二

子

守

英

慎

米

　

友

　

載

精

幸

良

新

哲

清

幸

征

貴

達

秀

典

耕

健

恵

　

俊

崎

藤

江

城

　

原

井

丸

谷

川

田

　

堀

本

田

関

宅

尻

口

西

林

本

川

川

一ユ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

谷

山

加

白

兼

乾

林

藤

伊

青

西

広

西

小

藤

黒

井

三

池

山

大

大

宮

吉

長

堺市議会議員

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

孝 弥

千代子

文

彦

志

憲

司

己

司

太

也

人

匡

一

一
延

一
文

盛

三

子

夫

文

彰

貴

公

猛

　

充

知

泰

良

伸

勝

　

晃

慎

浩

太

敏

文

昭

優

和

敏

成

野

本

野

西

上

本

野

川

場

貴

野

田

畑

田

場

田

村

田

里

村

代

渕

川

上ノ

萱

坂

中

大

渕

藤

上

西

札

信

小

上

木

森

的

西

上

米

野

西

田

田

吉

水

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同
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議 案 の 提 出 に つ い て

下記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第 13条第 1項の規定により

提出する。

議員提出議案第 5号  堺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

理由

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)の一部改正に伴い、議員個人による請負に関する規制

が緩和され、政令で定める一定金額まで議員個人による本市との請負が可能となったことにより、

議会運営の公正、事務執行の適正が損なわれることがないよう、本市に対 し請負をする本市議会

議員が、請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保 し、もつて議会運営の

公正、事務執行の適正を図ることを目的として、本条例案を提案するものである。

記

14



議員提出議案第 5号

堺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

(目 的)

第 1条  この条例は、堺市議会議員 (以 下 「議員」 とい う。)が本市に対 し請負 (地方自治法

(昭和 22年法律第 67号)第 92条の 2に規定する請負をい う。以下同じ。)をする者又は

その支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確

保 し、もつて議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第 2条 議員は、毎年 6月 1日 から同月 30日 までの間 (当該期間内に任期満了又は議会の解散

による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙によ

り再び議員となったものにあつては、再び議員 となった日から起算 して 30日 を経過する日ま

での間)に、当該 6月 30日 の属する会計年度の前会計年度 (議員である期間に限る。第 1号

工において同じ。)における本市に対する請負 (当該前会計年度において支払を受けたものに

限る。)について、議長に対 し、次に掲げる事項を報告 しなければならない。

(1)請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

ア 請負の対象とする役務、物件等

イ 契約締結 日

ウ 契約金額 (契約金額が定められている請負に限る。)

工 当該 6月 30日 の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2)前号工に掲げる総額の合計額

2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届

け出なければならない。

(報告等の公表)

第 3条 議長は、前条第 1項の規定による報告及び同条第 2項の規定による訂正の届出に係る情

報を公表 しなければならない。

(報告等の保存及び閲覧)

第 4条 第 2条第 1項の規定による報告及び同条第 2項の規定による訂正の届出に係る情報は、

議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算 して 7年を経過する日まで保存 しなけれ

ばならない。

2 何人も、前項の規定により保存されている報告及び訂正の届出に係る情報を閲覧することが

できる。

(委任 )

第 5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

附 則
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この条例は、令和 6年 4月 1日 から施行 し、令和 5年 4月 1日 に始まる会計年度における請負

から適用する。
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参考資料

新旧対照表

牌
ミ
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堺市議会会議規則 (昭和 54年議会規則第 1号)新旧対照表

○堺市議会会議規則

目次

第 1章～第 17章  (略 )

第 18章  補貝暉 (第 126条 )

附則

(起立による表決)

第 77条  1・ 2 (略 )

(追加 )

(記名投票)

第 79条  (略 )

(追加 )

○堺市議会会議規則

目次

第 1章～第 17章  (略 )

第 18章 補則 (第 125条 の 2-第 126条 )

附則

(起立による表決 )

第 77条  1・ 2 (略 )

3 第 1項及び縮 83築
`簡

易差湊Ⅲただし童 報 市 に かゝ わ ハず 蓋亭の カ

が必要があると認めるときは、電子採決システムにより(問題を可とす

る者の多少を認定して可否の結果を宣告することができるぁ

4 前項の規定により表決を採る場合と≧は、問題を可とする者は賛成のボ

タンを、問題 狩否 とす る者 は反対のボタンカ押 A ttl十 ねッ ア企誌′企tず ヤ

(記名投票)

第 79条  (略 )

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、電子採

決 システムで表決 狩模 るこμができる^

改正後 (案 )現行

31前項の規定による記名投票を行 う場合には、問題を可とする者は賛成



Ю
Ｏ

(選挙規定の準用)

第 81条 投票を行 う場合には、第 24条 (議場の出入口閉鎖)、 第 2

5条 (投票用紙の配布及び投票箱の点検)、 第 26条 (投票)、 第 2

7条 (投票の終了)、 第 28条 (開票及び投票の効力)、 第 29条 (選

挙結果の報告)第 1項及び第 30条 (選挙関係書類の保存)の規定を

準用する。

(追加 )

(会議録の配布 )

第 121条 会議録は、印刷 して、議員及び関係者に配布する。

第 18章 補即1

(追力日)

のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押さなければならな

ヤヽ 。

(選挙規定の準用)

第 81条 第 79条第 1項に規定する記名投票又は前条第 1項に規定す

る無記名投票を行 う場合には、第 24条 (議場の出入 口閉鎖)、 第 2

5条 (投票用紙の配布及び投票箱の点検)、 第 26条 (投票)、 第 2

7条 (投票の終了)、 第 28条 (開票及び投票の効力)、 第 29条 (選

挙結果の報告)第 1項及び第 30条 (選挙関係書類の保存)の規定を

準用する。

2 第 79久大第 2項に類市す る記え捨軍 行 う場合 筆 条

`議

場を イこは 24

の出入 口閉鎖)、 第 27条 (投票の終了)及び第 29条 (漂拳結果の報

告)第 1項の規定を準用す るハ

(会議録の配布 )

第 121条  会議録は、議員及び関係者に配布す る。

第 18章 補則

(電子情報処理組織による通知等 )

第 125条 の 2 議会又は議長若 しくは委 員長 (以下この条及び次条第 1

項において「議会等」という。)に対 して行われる通知のうちこの規則

の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物 (次項及び第 6項並

びに次条において「文書等Jと いう6)に より行 うことが規定されてい

るものについては、当該通知に関するこの規貝Uの規定にかかわらず、議



Ю
μ

が辱 おミtを あ ス > ス ,「 予 n  二業ギ≡ 士 あ ス 雷 早 情 報 几々覆 細 総 r蓋会 笙 の 結

用に係 る電子計算盤 (入 出力装置 を含すo^以下 この項及び第 4項におい

て同 じ6)と その通知の相手方の使用に係 る電子計算機 とを電気通信回

Υ′申 ム 娃 姑 1+― 奎 ヱ 膳 圭EズI用

=田
玄H建 必 しヽち  じJ下

ル ー

塗生〉r装こ の い て 聞 じ ヽ ん

イき用す る方法によ り行 うこ卜ができるハ

2 議会等が行 う涌知 の うちこの規 則の規定において文書等 によ り行 う

こ >が押 市 され てい る や、の につ い て は、当該 i誦 知 に闇す る この類 団|の 岬

定にかかわ らず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処

理組織を使用す る方法により行 うことができる。ただ し、当該通知を受

ける者が当該電子情報処理組織を使用す る方法により受ける旨の議長

が定める方式による表示をす る場合に限るハ

3 前 2項の電子情報処理組織 を使用す る方法により行われた通知につ

いては、当該通知に関す るこの規則の規定に規定す る方法により行われ

たイ、のとみなして、当該涌知に F美見す るこの頬則の規宰菱滴用す るハ

4 第 1項又は第 2項の電子情報処理組織 を使用す る方法によ り行われ

た通知は、当該通知を受ける者の使用に係 る電子計算機に備 えられたフ

アイルヘの記録が された時 (第 19条 (日 程の作成及び西R布)第 1垣、

第 36条 (委 員長及び少数煮見の報告)第 3項、第 86条 (請願書写の

イ4三 虚 形 rヾ西F希ヽ 笹 1 1 9 1

昌 ι
『

針 十 る涌 牛Πι
「

あ

工百 形 べ 雀

つ て ι甘 当 諺 フ ァ ンF

峯 r仝蓋 掃 ∩ 丙Fォ、 の キロ士 I「 トス 蓋

の 争 保 バ 六 カ十 日寺▽ ιす蓋 会

等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録 (電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識す ることができない方式で



作られる記録であつて、電子計算機 (入出力装置を除く。)に よる情報

処理 の用 に供 Aねノる 羊、 矛 うヽ^狩 祭 ι 沐 てヽ 同 lLヽ イこ_F嗜幕 太 力 Tの Vし い

る事項を議長が庁める方法によ り寿示 狩したヰゝのの聞管若 しくは当該

事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘ

の記録をすること_が できる措置をとるとともに、当該者に射し、議長が

″ あ ス雷 子 情 報 几々裡 知 絡 歩結 田 I了 当 バ )´ 沐 拍 た の 涌 牛Π歩 藩

した時のいずれか早い時)に 当該 したものとみなす。

5 議会等に対 して行われ、又は議会等が行 う通知のうち当該通知に関す

るこの規則の規定において署′名し、若 しく 連署 し、又は記名押印す る

こと (以下この項において 「署名等 |と い う。)が規定されているもの

を第 1項又は第 2項の電子情報処理組織 菱イ蓑:用 す る方法によ り行 う場

合には、当該署名等については、当該署名等に Fぅ争弓する想市に カ かヽ わ 誌ず

氏名又は名称 を明 らかにす る措置であって議長が定める (ぅ のたイ、って

代 え る こ とがで き るハ

0 議会等に対 して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について

対 面 に よ り本 人確 認 菱す るべ き事 情 が ある場合、議会等に対 して行わ

力′、マ ,士 議 会 笠 が行 う涌 牛Πに 権 ス す ≧ 笙 の ちム trみの 庫 太 歩 拓々 烈 1 ▽

は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知の うちに第 1

項又は第 2項の電子情報処理組織を使用する方法イこより行うことが困

難又は著 しく不適当と認められる部分がある場合 として議長が定める

場合には、議長が定めるところにより、当 のうち当該部分以外の

部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第 3項中「行

Ｎ
や

われた通知 |と あるのは、「行われた涌知 (第 6電の類市イこより青行2 巧



の親庁狩滴用す る部 /万＼に限 る^以下 この項か ら第 5項までにおいて同

(電磁的記録による作成等 )

雀 19氏 峯 の 負 rの キロロIIのモロtr雀 , 峯 僻 亘 田 雑 西F希 形 r醜 亘 籍5 の

の点検)第 1項 (第 81条 (選挙規定の準用)第 1項において準用され

る場合 を含すo^)狩 除 く^)に おいて議会等が文書等 狩作成 lノ 、叉li保

存すること (次項において 「作成等 |と い う^)が規定されている平ぅの

じ^)| >す るハ

こつ V
(追加 )

(疑義に対する措置)

第 126条  この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決定す

る。ただし、異議があるときは、会議に諮って決定する。

マヽ
‐
オ■ 当言チ荘]行士I「 お、お飼h沃ボ  豊ζJ忌 ラヽミ布をあ ス >>ス ト レ打  当

=才

Ю
∞

文書等に係 る電磁的記録により行 うことができる

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に

関するこの規貝Jの規定により文書等により行われたものとみなして、当

該作成等に関す るこの規則の規定を適用す るハ

(疑義に対する措置)

第 126条  この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決定す

る。ただし、異議があるときは、会議に諮って決定する。



Ю
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堺市議会委員会条例 (昭和 35年条例第 17号)新旧対照表

(出席の特例)

第 13条の 2 委員長は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止子日ヒ置

の観点等か ら、委員会を招集す る場所に参集することが困難な委員が

あると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法によちて、当該委員を委員

会を招集する場所以外の場所から委員会に参加させることができる。

(追加 )

2・ 3 (略 )

(意見を述べようとする者の申出)

第 21条 公聴会に出席 して意見を述べようとする者は、文書であらか

じめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会の委員長に申し出

なければならない。

(追加 )

(出席の特例 )

第 13条の 2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該 当す ると

認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識し

ながら通話をすることができる方法によって、当該委員を委員会を招

集する場所以外の場所から委員会に参加させることができる。

(1)大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他の委員個人の

音 に帰す る こ ルが で 共 ナFぃ喜 由 に よ りみ 昌会 升招焦十 る場所 に余生

することが困難である場合

(2)育児、看護、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集す

る場所に参集することが困難である場合

2・ 3 (略 )

(意見を述べようとする者の申出)

第 21条 公聴会に出席 して意見を述べようとする者は、文書であらか

じめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会の委員長に申し出

なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、参昌岳が庁める

ところにより、委員長が定める電子情報処理組織 (委 員会又は委員長の

改正後 (案 )現行

使用に係る電子計算機 (入出力装置を含むハ以下この項におドて同じ̂ )



Ю
伽

(代理人又は文書による意見の陳述)

第 25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示

することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限

りでない。

(記録)

第 26条  委員長は、職員をして会議の内容、出席委員の氏名等必要な

事項を記載 した記録を調整 させる。ただし、議会運営委員会において

付託案件のないときは、この限りでない。

2'3 (略 )

(追加 )

とその通知の相手方の使用に係 る電子計算機 とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をい う。第 25条において同 じ。)を使用す る方

法に丈り行 うこルができるハ

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第 25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、叉は文書若 しくは電子

情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。

ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(記録)

第 26条  委員長は、職員をして会議の内容、出席委員の氏名等必要な

事項を記載 した記録を作成させる。ただし、議会運営委員会において

付託案件のないときは、この限りでない。

2・ 3 (略 )

4 第 1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が

定めるところによりて当該記録に係る電磁的記録 (電子的方式、磁気的

方式その他人の知党によっては認識することができない方式で作 られ

る記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。 )1こ よりそ子うことが
日
Cき る。
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堺市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 (平成 19年条例第40号 ) 新旧対照表

(定義)

第 2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

(1)条例等 本市の条例及び規則 (地方自治法 (昭和 22年法律第 67
号)第 138条 の4第 2項に規定する規程及び地方公営企業法 (日召和

27年法律第 292号 )第 10条に規定する企業管理規程を含む。以

下同じ。)並びにその他の申請、届出その他の手続に係る市の機関等

が定めるその根拠となる規定 (次号ウに掲げるものにあっては、本市

の公の施設の管理に関する手続に係るものに限る。)並びに地方自治

法第 252条 の 17の 2第 1項又は地方教育行政の組織及び運営に

関する法律 (昭和 31年法律第 162号 )第 55条第 1項の規定に基

づき大阪府の条例により本市が処理することとされた事務に係る大

阪府の条例及び規則をいう。

(2)市 の機関等 次に掲げるものをいう。

ア 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき本荷に置かれ

る機関 (議会を除く。)又はこれらに置かれる機関

イ・ウ  (略 )

(3)～ (10) (略 )

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

(定義)

第 2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

(1)条例等 本市の条例及び規則 (地方自治法 (昭和 22年法律第 67
号)第 138条 の4第 2項に規定する規程、地方公営企業法 (昭和 2

7年法律第 292号 )第 10条に規定する企業管理規程及び議会の規

則その他の規程を含む。以下同じ。)並びにその他の申請、届出その

他の手続に係る市の機関等が定めるその根拠となる規定 (次号ウに掲

げるものにあっては、本市の公の施設の管理に関する手続に係るもの

に限る。)並びに地方自治法第 252条 の 17の 2第 1項又は地方教

育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号 )第

55条第 1項の規定に基づき大阪府の条例により本市が処理するこ

ととされた事務に係る大阪府の条例及び規則をいう。

(2)市の機関等 次に掲げるものをいう。

ア 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき本市に置かれ

る機関又はこれ らに置かれる機関

イ・ウ (略 )

(3)～ (10) (略 )

(情報通信技術を活用 した行政の推進に関する状況の公表)

改正後 (案 )現行



第 8条  (略 )

(追加 )

(委任 )

第 9条  (略 )

第 8条  (略 )

(適用除外 )

第 9条 議会に関する条例等 (議長が指定す るものに限る。)の規定に基

づ く手続等については、この条例の規定は、滴用 しない^

(委任 )

第 10条  (略 )

Ю
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